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また、教育支援費につき、特に必要と認める場合に限り、貸付限度額の1.5倍まで貸付可能です。
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日常生活上必ずしも必要としない装備（例：カーナビ・ドライブレコーダー・グラスコート）、附属品
（オプション）、障害と直接関係ない特別仕様等の経費
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　社会福祉協議会では、生活福祉資金のご相談・お申込みを進める際、貸付事業を適正・円滑に実施することを目的に必要な範囲内
で個人情報を取得・利用します。また、必要な範囲で全国社会福祉協議会、他の都道府県社会福祉協議会、自治体、関係機関等に照
会する場合がありますのでご承知おきください。個人情報は「千葉県社会福祉協議会個人情報保護規程」にのっとって取り扱います。
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※上記対象学校以外の学校で学校教育法に規定された学校は技能習得費での
　対応が可能です。
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上 ※

※特に必要と認める場合に限り、貸付上限額の1.5倍まで貸し付け可能です。

父

◎必須条件：学校教育法に規定される次の学校（全日制・定時制・通信制の各課程）



の

◇借り入れのご相談・お申込みはお住まいの市町村社会福祉協議会（千葉市は各区）が窓口となっています。また、お住まい
　の地域を担当する民生委員にもご相談いただけます。社会福祉協議会職員及び民生委員には守秘義務が課せられていま
　すので安心してご相談ください。
◇お申込みの際は借入申込書のほか、本人確認できる書類、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類、その他資金
　種類ごとに必要となる書類を提出していただきます。詳細は借入申込書の表紙でご確認ください。
◇市町村社会福祉協議会、民生委員あるいは千葉県社会福祉協議会から借受人・連帯借受人・連帯保証人・親権者へ電話等
　で申請内容等について確認のご連絡をすることがあります。
◇虚偽の申請等不正な申込みと判断した場合、警察等関係機関に通報する場合があります。




